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令和８年琴平町告示第 43 号 

琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金交付要綱を次のとおり定める。 

令和８年３月 27 日 

琴平町長  片 岡 英 樹      

琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、ふるさとの良さを再認識し、Ｕターン、定住促進及び関係人口の創出を図るとともに、高齢者を含む地域住民の社会的孤立

を予防し、地域福祉の向上に寄与するため、学校等の卒業生による同窓会の開催に要する経費の一部について、予算の範囲内で琴平町ふるさと

同窓会応援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 学校等 町内の小学校及び中学校をいう。 

 (２) 同窓会 同一の学校等の卒業生による、同学級又は同学年で開催される親睦会をいう。 

(３) 事業所等 食品衛生法第（昭和22年法律第 233 号）55条の規定よる飲食店営業の許可を受けた施設及び旅館業法（昭和23年法律第 138 号）

第３条の規定よる旅館・ホテル営業の許可を受けた施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、同窓会の主催者とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の対象となる同窓会（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 学校等を卒業した者のうち、同窓会を開催する日の属する年度の３月31日において、満21歳以上の者が行う同窓会であること。ただし、

学級担任等は除く。 

(２) 町内事業所等で開催されること。 

(３) 10人以上の出席者で開催される同窓会であって、うち町外在住者が５割以上出席するものであること。 

(４) 同窓会の出席者に対して、町が提供するパンフレット等の配布を行うこと。 
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(５) 集合写真を実績報告時に必ず提出し、その写真を町広報紙等の素材として使用することに同意すること。 

(６) 出席者名簿により、移住、定住等に関する情報提供を行う場合があることに同意すること。 

(７) 町が実施するアンケート調査に協力すること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次のとおりとする。 

(１) 開催案内文書の作成や送付に必要な印刷製本及び通信費 

(２) 会場使用料 

(３) 事業所等に支払う同窓会の開催経費 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、出席者の数に 2,000 円を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。ただし、補助対象経費が前段の規定により算出した額

に満たない場合は、補助対象経費の額とする。 

２ 同一学年の同窓会への補助金の交付は、同一年度内１回限りとする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、同窓会の開催予定日の10日前までに、琴平町ふるさと同窓会応援事業補

助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(１) 収支予算書（様式第２号） 

(２) 出席予定者名簿（様式第３号） 

(３) 同意書（様式第４号） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金交付決定通

知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更等） 

第９条 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、その申請の内容の変更をしようとするときは、琴平町ふるさと同窓会応援事業補
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助金交付決定変更承認申請書（様式第６号）に、当該事業を中止しようとするときは、琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金補助対象事業中止

承認申請書（様式第７号）に、変更又は中止の内容を確認することができる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、変更を認めたときは琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金交付決定変更

承認通知書（様式第８号）により、中止を認めたときは琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金補助対象事業中止承認通知書（様式第９号）によ

り交付決定者に通知するものとする。 

３ 町長は、補助金の申請の内容の変更又は事業の中止を承認しないときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。 

（実績報告） 

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日が属

する年度の３月31日のいずれか早い日までに、琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金実績報告書（様式第10号）に次に掲げる書類を添えて町長

に提出しなければならない。 

(１) 収支決算書（様式第11号） 

(２) 出席者名簿（様式第12号） 

(３) 補助対象経費に係る領収書及び請求明細書の写し 

(４) 出席者全員が写る写真 

(５) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、

琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金交付額確定通知書（様式第13号）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第12条 交付決定者は、補助金の交付の請求をするときは、琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金請求書（様式第14号）を町長に提出しなければ

ならない。 

（交付決定の取消等） 

第13条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、これを取り消し、既に補助金を交付しているとき

は、その者に対し、琴平町ふるさと同窓会応援事業補助金交付決定取消通知書（様式第15号）により当該補助金の返還を命ずることができる。 
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（その他） 

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 


